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２５長寿第６３６０４号 

平成２６年３月２８日 

 

 

社会福祉施設等設置者 殿 

 

 

香川県健康福祉部長 

 

 

「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 

２４年香川県条例第５２号）」の一部改正について 

 

 

 「香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成

２４年香川県条例第５２号）」（以下「条例」という。）については、別添新旧対

照表のとおり一部改正され、平成２６年４月１日から施行されます。その運用

に当たっては、次のことに留意し、適切に対応してください。 

 

記 

 

１ 条例基準についての運用 

  条例で定める基準に、介護保険法第４６条第１項に規定する指定居宅介護

支援の事業及び同法第４７条第１項第１号に規定する基準該当居宅介護支援

の事業（以下「居宅介護支援等の事業」という。）に関する基準を追加した。 

居宅介護支援等の事業の基準については、条例第３条の規定により、「指定

居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３

８号）」を基準としており、その内容には当該基準の運用のために厚生省及び

厚生労働省等から発出された通知文書等において示されている内容をそれぞ

れの基準の解釈等とするものであるので、これを踏まえて、適正な事業運営を

すること。 

 

２ 本県独自基準についての運用 

居宅介護支援等の事業に関し、条例において本県独自に設定した基準につい

ては、上記１のほか、運用上の留意事項を別紙のとおり定めたので、別紙の留

意事項を十分確認の上、適正な事業運営をすること。 
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（別紙） 

 

１ 非常災害対策に関する具体的な計画の概要の掲示（条例第４条） 

  非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、利用者等の安全確保及び周

知徹底を図り、非常災害時に円滑な活動ができるようにするため、その計画の

概要を事業所内に掲示することを義務付けたものであること。 

 

２ 非常災害時の連絡協力体制の整備（条例第５条） 

非常災害時に利用者等の安全の確保を図るためには、近隣住民や消防団、他

の社会福祉施設等との日常の連携を密にするとともに、緊急時の応援、協力体

制を確保することが重要であるため、連携協力体制を整備するよう努めなけれ

ばならないものであること。 

 

３ 研修の実施及び研修機会の確保（条例第６条） 

  現行基準において、研修の機会の確保に関する規定があるが、職員の資質

向上を図るため、計画的な人材育成の仕組みを義務付けたものであること。 

 

４ 記録の整備等（条例別表第２） 

  保存期間について、現行基準では２年であるが、公法上の債権として地方

自治法第２３６条第１項の規定などを踏まえ、介護報酬等の適正な取扱いやサ

ービスの向上等の観点から、５年に延長するものであること。 

  なお、他の法令等により、保存期間の定めがあるものについては、それぞ

れの規定に従う必要がある。 

 

５ 業務の質の評価等（条例第８条） 

  提供するサービスの質の向上を図るため、現行基準にある業務の質を自ら

評価することに加えて、定期的に外部の者の評価を受けて、常に業務改善を図

るよう努めなければならないものであること。 

  なお、定期的に外部の者による評価を受けることについては、福祉サービ

ス第三者評価事業が有効な手段の一つであると考えるが、サービス第三者評価

事業に限定するものではないこと。 

 

 



香
川
県
条
例
第
４
号
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

香
川
県
社
会
福
祉
施
設
等
の
人
員
、
設
備
、
運
営
等
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 

香
川
県
社
会
福
祉
施
設
等
の
人
員
、
設
備
、
運
営
等
の
基
準
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
24
年
香
川
県
条
例
第

52
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

改
正
後
 

改
正
前
 

 
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
1
6
4号

）
第
21
条
の
５
の
４

第
１
項
第
２
号
、
第

21
条
の
５
の
15
第
２
項
第
１
号
（
同
法
第

21
条
の
５
の
16
第
４
項

及
び
第
24
条
の
９
第
２
項
（
同
法
第
24
条
の
10
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
16
条
第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

21
条
の
５
の
18
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
24
条
の
12
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第

45

条
第
１
項
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

25
年
法
律
第
1
4
4号

）
第

39
条
第
１
項
、
社
会
福
祉
 

法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

4
5
号
）
第

6
5
条
第
１
項
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和

3
8
年
法
律
第
 

1
3
3号

）
第
17
条
第
１
項
、
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
1
2
3号

）
第
42
条
第
１

項
第
２
号
、
第
47
条
第
１
項
第
１
号
、
第
54
条
第
１
項
第
２
号
、
第

70
条
第
２
項
第
１

号
（
同
法
第
70
条
の
２
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
16
条
第
２
号
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
74
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第

79
条
第
２
項
第
１
号
（
同
法
第
 

79
条
の
２
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
16
条
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。）、
 

第
81
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第

86
条
第
１
項
、
第
88
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
97

条
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
、
第
1
1
5条

の
２
第
２
項
第
１
号
（
介
護
保
険
法
施
行
令

（
平
成
10
年
政
令
第
4
1
2号

）
第
35
条
の
11
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
70
条
の
２
第
４
項

の
規
定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
16
条
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

並
び
に
第
1
1
5条

の
４
第
１
項
及
び
第
２
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
17
年
法
律
第
1
2
3号

）
第
30
条
第
１
項
第
２

号
イ
、
第

36
条
第
３
項
第
１
号
（
同
法
第
37
条
第
２
項
、
第

38
条
第
３
項
（
同
法
第
39

条
第
２
項
及
び
第
41
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
41
条
第

４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
16
条
第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

43

条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
44
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
80
条
第
１
項
並
び
に
第
84
 

条
第
１
項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

18
年
法
律
第
83
号
）
 

附
則
第
1
3
0条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

同
法
第
26
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
平
成
18
年
旧
介
護
保
険

法
」
と
い
う
。
）
第
1
1
0条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
施
設

等
の
人
員
、
設
備
、
運
営
等
の
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
等
に
関
し
必
要
な

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第

1
6
4号

）
第
2
1条

の
５
の
４

第
１
項
第
２
号
、
第

2
1条

の
５
の
1
5第

２
項
第
１
号
（
同
法
第

2
1条

の
５
の
1
6第

４
項

及
び
第
24
条
の
９
第
２
項
（
同
法
第
2
4条

の
1
0第

４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
1
6条

第
１
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

21
条
の
５
の
18
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
2
4条

の
1
2第

１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第

4
5

条
第
１
項
、
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5年

法
律
第
1
4
4号

）
第

3
9条

第
１
項
、
社
会
福
祉
 

法
（
昭
和

2
6
年
法
律
第

4
5
号
）
第

6
5
条
第
１
項
、
老
人
福
祉
法
（
昭
和

3
8
年
法
律
第
 

1
3
3号

）
第
17
条
第
１
項
、
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第
1
2
3号

）
第
4
2条

第
１

項
第
２
号
、
第

54
条
第
１
項
第
２
号
、
第
7
0条

第
２
項
第
１
号
（
同
法
第
7
0条

の
２
第

４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
1
6条

第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

7
4

条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
86
条
第
１
項
、
第
88
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
9
7条

第

１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
、
第
1
1
5条

の
２
第
２
項
第
１
号
（
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平

成
10
年
政
令
第
4
1
2号

）
第
3
5条

の
1
1の

規
定
に
よ
り
同
法
第
70
条
の
２
第
４
項
の
規

定
を
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
1
6条

第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び

に
第
1
1
5条

の
４
第
１
項
及
び
第
２
項
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
 

的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
1
7年

法
律
第
1
2
3号

）
第
30
条
第
１
項
第
２
号
イ
、
 

第
36
条
第
３
項
第
１
号
（
同
法
第

3
7条

第
２
項
、
第
3
8条

第
３
項
（
同
法
第
3
9条

第
２

項
及
び
第

41
条
第
４
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
4
1条

第
４
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
1
6条

第
３
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
4
3条

第
１

項
及
び
第
２
項
、
第

4
4条

第
１
項
及
び
第
２
項
、
第
8
0条

第
１
項
並
び
に
第
8
4条

第
１

項
並
び
に
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

1
8年

法
律
第
8
3号

）
附
則

第
1
3
0条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法

第
26
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
（
以
下
「
平
成

1
8年

旧
介
護
保
険
法
」

と
い
う
。
）
第
1
1
0条

第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
社
会
福
祉
施
設
等
の

人
員
、
設
備
、
運
営
等
の
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
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事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 
 

（
定
義
）
 

 
（
定
義
）
 

 

第
２
条
 
略
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
社
会
福
祉
施
設
等
」
と
は
、
社
会
福
祉
に
関
す
る
施
設

又
は
事
業
で
あ
っ
て
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
 

 
 

第
２
章
 
略
 

第
２
章
 
社
会
福
祉
施
設
等
の
基
準
 

 
 

（
基
準
の
一
般
原
則
）
 

（
基
準
の
一
般
原
則
）
 

第
３
条
 
略
 

第
３
条
 
社
会
福
祉
施
設
等
の
基
準
は
、
こ
の
章
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
く
ほ

か
、
別
表
第
１
の
左
欄
に
掲
げ
る
社
会
福
祉
施
設
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

の
右
欄
に
掲
げ
る
法
令
に
規
定
す
る
基
準
を
も
っ
て
、
そ
の
基
準
と
す
る
。
当
該
法
令
 

の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
も
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
除
き
、
同
様
と
す
る
。
 

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
法
令
に
規
定
す
る
基
準
を
社
会
福
祉
施
設
等
の
基
準
と

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
本
県
の
実
情
を
考
慮
し
て
、
同
項
の
法
令
の
う
ち
別
表
第
２
の

第
１
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
同
表
の
第
２
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
３
欄
に
掲
げ
る

字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
４
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
 

第
３
章
 
略

 
第
３
章
 
社
会
福
祉
施
設
等
の
指
定

 

 
 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
）
 

（
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
等
）
 

第
16
条
 
略
 

第
16
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
令
の
規
定
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
法
令
の
規
定
に
定
め
る
者
と
す
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

介
護
保
険
法
第
70
条
第
２
項
第
１
号
、
第
79
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
1
1
5条

の
２
第
２
項
第
１
号

 
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成

11
年
厚
生
省
令
第
36
号
）
第

1
2
6条

の
４
の
２
、
第
1
3
2条

の
３
の
２
及
び
第
1
4
0条

の
17
の
２
 

(２
) 

介
護
保
険
法
第
7
0条

第
２
項
第
１
号
及
び
第
1
1
5条

の
２
第
２
項
第
１
号
 
介

護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
11
年
厚
生
省
令
第
36
号
）
第
1
2
6条

の
４
の
２
及
び
第

1
4
0条

の
17
の
２
 

(３
) 

略
 

(３
) 

略
 

 
 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
７
条
、
第
８
条
、
第
10
条
、
第
13
条
、
第
14
条
、
第

15
条
関
係
）
 

別
表
第
１
（
第
２
条
、
第
３
条
、
第
７
条
、
第
８
条
、
第
10
条
、
第
1
3条

、
第
1
4条

、
第

15
条
関
係
）
 

 
社
会
福
祉
施
設
等
 

法
令
 

 
 

社
会
福
祉
施
設
等
 

法
令
 

 

 
１
～
９
 
略
 

 
 

１
～
９
 
略
 

 

 
10

 
介
護
保
険
法
第
41
条
第
１
項
に

略
 

 
 

10
 
介
護
保
険
法
第
4
1条

第
１
項
に

略
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規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
及
び
同
法
第
42
条
第
１
項
第
 

規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
及
び
同
法
第
4
2条

第
１
項
第
 

 
２
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
 

 
 

 
２
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
居
宅

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
 

 
 

 
10
の
２
 
介
護
保
険
法
第
46
条
第
１

項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支

援
の
事
業
及
び
同
法
第
47
条
第
１

項
第
１
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当

居
宅
介
護
支
援
の
事
業
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業
の
人

員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

11
年
厚
生
省
令
第
38
号
）
 

 
 

 
 

 

 
11

 
介
護
保
険
法
第
48
条
第
１
項
第

１
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
 

略
 

 
 

11
 
介
護
保
険
法
第

4
8条

第
１
項
第

１
号
に
規
定
す
る
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
 

略
 

 

 
12
～

19
 
略
 

 
 

 
12
～
19
 
略
 

 
 

 
 

別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）
 

別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）
 

 
第
１
欄
 

第
２
欄
 

第
３
欄
 

第
４
欄
 

 
 

第
１
欄
 

第
２
欄
 

第
３
欄
 

第
４
欄
 

 

 
略

 
 

 
 

 
 

略
 

 
 

 
 

 
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
等
の
事
業

の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
 

略
 

 
 

 
 

指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
等
の
事
業

の
人
員
、
設
備

及
び
運
営
に
関
 

略
 

 
 

 

 
す
る
基
準
 

 
 

 
 

 
す
る
基
準
 

 
 

 
 

  

指
定
居
宅
介
護

支
援
等
の
事
業

の
人
員
及
び
運

営
に
関
す
る
基

準
 

第
29
条
第
２
項
 

２
年
間
 

５
年
間
 

 
 

 
 

 
 

 

 
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
の
人

員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
 

略
 

 
 

 
 

指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
の
人

員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
 

略
 

 
 

 

 
基
準
 

 
 

 
 

 
基
準
 

 
 

 
 

 
略

 
 

 
 

 
 

略
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附
 
則
 

 
こ
の
条
例
は
、
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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２５長寿第６３６０５号 

平成２６年３月２８日 

 

 

各介護保険事業者等管理者 殿 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に係る質問について 

 

 

香川県社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例（平成 

２４年香川県条例第５２号）については、一部改正され平成２６年４月１日か

ら施行されます。この度、一部改正に関して考えられるご質問に対する回答に

ついて、従来の回答に加筆し、別添のとおりお知らせします。 

 つきましては、介護サービス事業の運営に当たっては、別添の内容にも留意

いただき、適切な対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

香川県健康福祉部長寿社会対策課 

 施設サービスグループ 

 在宅サービスグループ 

ＴＥＬ：（０８７）８３２－３２６６ 

    （０８７）８３２－３２７４ 
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社
会
福

祉
施
設
等

社
会
福

祉
施
設
等

社
会
福

祉
施
設
等

社
会
福

祉
施
設
等

の ののの
人
員

人
員

人
員

人
員

、 、、、
設
備

設
備

設
備

設
備

、 、、、
運
営
等

運
営
等

運
営
等

運
営
等

の ののの
基

準
等

基
準
等

基
準
等

基
準
等

に ににに
係 係係係
る るるる
質
問

質
問

質
問

質
問

に ににに
対 対対対
す
る

す
る

す
る

す
る

回
答

回
答

回
答

回
答

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

下
線
部
加
筆
箇
所
 

 
サ
ー
ビ
ス
種
別
 

基
準
種
別
 

項
 
目
 

質
 
 
 
 問

 
回
 
 
 
  
 
 
  
 
答
 

1
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

非
常

災
害

対
策

の
具

体
的

計
画

の
掲

示
義
務
 

概
要
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
 
 
立
地
環
境
な
ど
か
ら
想
定
さ
れ
る
非
常
災
害
の
内
容
、
避
難
場
所
、
避
難
経
路
、
避
難
方
法
な
ど
、
計
画
の
骨
子
が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

2
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

非
常

災
害

対
策

の
具

体
的

計
画

の
掲

示
義
務
 

 
計

画
と

は
別

に
概

要
を

作
成

し
て

掲
示

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
の

か
。
 

 
計
画
全
体
を
掲
示
し
て
も
支
障
は
な
い
。
 

3
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

非
常

災
害

対
策

の
具

体
的

計
画

の
掲

示
義
務
 

掲
示

の
方

法
は

ど
の

よ
う

に
す

れ
ば
よ
い
か
。
 

 
施
設
や
事
業
者
の
見
え
や
す
い
場
所
に
概
要
や
計
画
等
を
掲
示
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
が
、
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
が
あ
る
場
合
な
ど
は
計
画
等
を

受
付
な
ど
に
備
え
て
自
由
に
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
。
 

4
 

2
3
居
宅
介
護
支
援
 

3
 
運
営
 

非
常

災
害

対
策

の
具

体
的

計
画

の
掲

示
義
務
 

事
務

所
に

は
従

業
者

以
外

の
者

が
い
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も

掲
示
が
必
要
か
。
 

 
特
に
非
常
災
害
時
に
は
、
迅
速
で
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
従
業
者
へ
の
周
知
徹
底
を
図
り
円
滑
な
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
、
掲
示
を
義
務
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
記
の
と
お
り
、
ス
ペ
ー
ス
の
制
約
が
あ
る
場
合
な
ど
は
、
計
画
等
を
自
由
に
閲
覧
で

き
る
場
所
に
備
え
て
お
け
ば
よ
い
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

5
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

非
常

災
害

対
策

の
具

体
的

計
画

の
掲

示
義
務
 

 
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
で
は
、
計
画

に
ど

の
よ

う
な

内
容

を
盛

り
込

め
ば
よ
い
の
か
 

 
そ
れ
ぞ
れ
の
サ
ー
ビ
ス
特
性
に
よ
っ
て
、
盛
り
込
む
べ
き
内
容
は
異
な
っ
て
く
る
。
基
本
的
に
は
、
利
用
者
の
安
全
確
保
の
た
め
に
、
非
常
災

害
時
に
円
滑
な
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
よ
う
に
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
訪
問
系
サ
ー
ビ
ス
で
あ
れ
ば
、
非
常
災
害
の
内
容
に
応
じ

て
、
利
用
者
毎
の
避
難
計
画
や
事
業
所
の
連
絡
体
制
な
ど
を
記
載
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
で
あ
れ
ば
、
非

常
災
害
の
内
容
に
応
じ
て
利
用
者
毎
の
避
難
支
援
（
あ
ら
か
じ
め
民
生
委
員
等
に
避
難
支
援
を
お
願
い
し
て
お
く
な
ど
）
、
安
否
確
認
方
法
や
避

難
先
で
の
生
活
継
続
の
可
否
の
判
断
及
び
対
応
の
手
順
な
ど
を
記
載
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

6
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

災
害

時
に

お
け

る
他

施
設

と
の

連
携
・
相
互
応
援
体
制

の
構
築
 

 
関
係
機
関
、
地
域
住
民
等
と
の
連

携
協

力
体

制
の

整
備

と
は

具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
 

 
地
元
自
治
会
と
の
相
互
援
助
協
定
の
締
結
や
、
地
域
で
実
施
さ
れ
る
防
災
訓
練
に
施
設
と
し
て
の
参
加
、
地
域
住
民
に
施
設
の
防
災
訓
練
に
参

加
し
て
も
ら
う
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
訪
問
系
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
お
い
て
は
、
特
に
、
緊
急
時
の
対
応
と
し
て
、
近
隣
住
民
や
自
主

防
災
組
織
、
消
防
団
と
の
協
力
体
制
を
確
保
し
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 

7
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

災
害

時
に

お
け

る
他

施
設

と
の

連
携
・
相
互
応
援
体
制

の
構
築
 

 
避

難
訓

練
の

回
数

は
ど

の
よ

う
か
。
 

 
県
が
作
成
し
た
「
高
齢
者
施
設
に
お
け
る
防
災
マ
ニ
ュ
ア
ル
作
成
の
手
引
き
」
に
も
記
載
し
て
い
ま
す
が
、
避
難
訓
練
に
つ
い
て
は
最
低
年
２

回
以
上
実
施
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

8
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

研
修
機
会
の
確
保
 

 
社

会
福

祉
施

設
等

が
行

う
研

修
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
想
定
さ

れ
る
か
。
 

 
老
人
福
祉
法
、
介
護
保
険
法
等
の
運
営
基
準
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
感
染
症
及
び
食
中
毒
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
研
修
や

事
故
発
生
の
防
止
の
た
め
の
研
修
は
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
適
切
な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
、
従
業
者
の
資

質
向
上
の
た
め
に
施
設
の
実
情
に
合
っ
た
研
修
を
実
施
す
る
。
 

 
例
え
ば
、
高
齢
者
を
理
解
す
る
た
め
、
加
齢
に
よ
る
身
体
機
能
や
精
神
面
の
変
化
・
認
知
症
等
を
理
解
す
る
た
め
の
研
修
、
高
齢
者
に
提
供
す

る
適
切
な
介
護
技
術
、
高
齢
者
の
権
利
擁
護
、
高
齢
者
虐
待
や
身
体
拘
束
廃
止
等
の
研
修
で
あ
る
。
 

9
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

外
部

評
価

等
の
実
施
 

外
部
の
者
に
よ
る
評
価
と
は
、
ど

の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か
。
 

 
例
え
ば
、
各
市
町
が
実
施
し
て
い
る
介
護
相
談
員
制
度
の
活
用
や
第
三
者
委
員
に
評
価
を
依
頼
す
る
な
ど
の
方
法
で
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
質

の
向
上
を
図
る
た
め
の
評
価
を
定
期
的
に
実
施
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
 

1
0
 
0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

給
食

に
お

け
る

地
産
地
消
の
推
進
 

県
産

品
を

積
極

的
に

使
用

す
る

取
組
み
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の

が
あ
る
か
。
 

 
献
立
に
県
産
品
使
用
の
割
合
を
増
や
す
取
組
み
、
地
産
地
消
の
日
を
設
定
す
る
な
ど
し
て
、
県
産
食
材
を
可
能
な
限
り
使
用
し
た
食
事
、
県
の

特
産
品
を
使
用
し
た
食
事
、
地
域
の
伝
統
食
を
提
供
す
る
機
会
を
増
や
す
取
組
み
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
 

1
1
 

0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

記
録
の
整
備
 

保
存

期
間

の
起

算
時

期
で

あ
る

サ
ー

ビ
ス

提
供

の
完

結
の

日
と

は
い
つ
の
こ
と
か
。
 

 
完
結
の
日
と
は
、
利
用
者
と
の
契
約
の
終
了
日
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
類
ご
と
に
、
そ
の
書
類
と
使
わ
な
く
な
っ
た
日
と
す
る
。
基
本
的

に
は
、
介
護
報
酬
の
過
払
い
の
場
合
の
返
還
請
求
権
が
５
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
保
存
期
間
を
５
年
に
延
長
し
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
サ
ー
ビ
ス
提
供

の
完
結
の
日
と
は
、
返
還
請
求
権
の
時
効
の
起
算
日
と
同
様
に
、
事
業
者
が
介
護
報
酬
を
受
け
取
っ
た
日
の
翌
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
５
年
は
最

低
基
準
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
施
設
運
営
や
サ
ー
ビ
ス
提
供
上
必
要
と
な
る
記
録
に
つ
い
て
は
、
延
長
し
て
保
存
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
 

1
2
 
0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

記
録
の
整
備
 

保
存
対
象
と
な
る
記
録
は
何
か
。
 

 
そ
れ
ぞ
れ
の
法
令
に
規
定
す
る
基
準
に
記
載
さ
れ
て
い
る
記
録
の
こ
と
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
な
ど
入
所
者
に
提
供
す
る
サ

ー
ビ
ス
・
処
遇
に
関
す
る
計
画
、
カ
ル
テ
、
看
護
記
録
、
介
護
記
録
な
ど
提
供
し
た
具
体
的
な
サ
ー
ビ
ス
・
処
遇
の
内
容
等
の
記
録
、
身
体
拘
束

に
関
す
る
記
録
、
苦
情
記
録
、
事
故
記
録
、
勤
務
実
績
の
記
録
な
ど
を
記
載
し
た
書
類
が
該
当
す
る
。
 

1
3
 
0
1
全
サ
ー
ビ
ス
共

通
 

3
 
運
営
 

記
録
の
整
備
 

電
子

媒
体

で
記

録
を

保
存

し
て

も
よ
い
か
。
 

可
能
で
す
が
、
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
関
係
規
定
に
基
づ
き
適
切
に

対
応
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

1
4
 
2
4
介
護
老
人
福
祉

施
設
 

2
 
設
備
 

特
別

養
護

老
人

ホ
ー
ム
の
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高松市社会福祉施設等の人員、設備、運営等の基準等に関する条例の制定におけ

る独自基準について 

 

中核市の条例で定める基準については、厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの（以下

「従うべき基準」という。）、厚生労働省令で定める基準を標準とするもの（以下「標準」という。）、厚

生労働省令で定める基準を参酌するもの（以下、「参酌すべき基準」という。）に区分されました。 

 本市では、「従うべき基準」および「標準」につきましては、厚生労働省令と同様ですが、「参酌す

べき基準」の一部について、次のとおり独自基準を加えております。 

 

 

１ 特別養護老人ホーム等の居室定員(第３条第２項)  

 

２ ユニット型施設の入居定員(第３条第２項)   

 

３ 記録の整備(第３条第２項) 

 

４ 非常災害対策の具体的計画の掲示義務(第４条) 

 

５ 災害時における他施設との連携・相互応援体制の整備(第５条) 

特別養護老人ホーム、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の居

室の定員について、現行の「４人以下」から「１人」に省令改正されたが、利用者の希望について

調査を行った結果を踏まえ、「４人以下」とする。 

現行基準では、「おおむね10人以下」と規定されているが、市内の施設が10人以下であること

を踏まえ、「おおむね」を削除して「10人以下」と定める。 

入所者等に対する処遇又はサービスの提供に関する記録等の保存期間について、現行基

準では「２年間」と規定されているが、介護報酬等の適正な取扱い（過払い発生時の対応等）や

サービス向上の観点から、保存期間を「５年間」に延長する。 

社会福祉施設等の設置者等（設置者若しくは開設者又は当該事業を行う者をいう。以下同

じ。）は、非常災害対策に関する具体的な計画を作成し、施設又は事業所の見やすい場所に、

その概要を掲示しなければならない。 

社会福祉施設等の設置者等は、非常災害時の入所者又は利用者（以下「入所者等」とい

う。）の安全の確保を図るため、あらかじめ他の社会福祉施設等相互間及び県、市町、関係機

関、地域住民等との連携協力体制を整備するよう努めなければならない。 
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６ 研修機会の確保(第６条) 

 

７ 福祉サービスにおける外部評価等の実施(第８条) 

 

８ 給食における地産地消の実施(第９条) 

 

９ 地域との連携および災害時における要援護者の受入れ(第１５条)  

 

 

 

社会福祉施設等の設置者等は、職員又は従業者の資質の向上のために、毎年具体的な研

修計画を作成し、当該研修計画に基づき全ての職員又は従業者に対して研修を実施し、当該

研修の結果を記録するほか、職員又は従業者の研修の機会を確保しなければならない。 

(１) 社会福祉施設等の設置者等は、自ら当該社会福祉施設等に係る業務の質の評価を行い、

常にその改善を図るよう努めなければならない。(※現行基準でも義務付けされている。 ) 

(２) 社会福祉施設等の設置者等は、当該社会福祉施設等に係る業務の一層の改善を進める

ため、定期的に外部の者による評価を受けるよう努めなければならない。(※（予）認知症対応

型共同生活介護事業所については、現行基準でも義務付けされている。 ) 

社会福祉施設等の設置者等は、食事を提供する場合は、入所者等の特性に配慮しつつ、県

内で生産された農林水産物及びこれらを県内で加工した食品（当該食品を原材料とするものを

含む。）を積極的に使用するよう努めなければならない。 

特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設は、その運営に当たって、地域住民又はその自

発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るとともに、災害時において要援

護者を受け入れるなど、地域の高齢者福祉の拠点となるよう努めなければならないものとする。 


